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近年，欧米諸国を中心に新たな移動手段として電動キックボードのシェアリングの導入・普及が急速に

進み，国内においても複数地域にて同端末の公道実証実験が実施されている．また，同時に電動キックボ

ードを含む新たなモビリティの導入を考慮した交通ルールの見直しが検討されている．今後，国内におけ

る電動キックボードの社会的受容の在り方を検討する上で，これらの導入により生じるリスクや課題を把

握する必要があるが，国内の実験期間・箇所は限定的であり，交通安全や街路環境への影響等を定性的・

定量的に評価した研究は限られている．そこで，本研究では，電動キックボードに係る交通ルールの見直

しの一助とすることを目的に，諸外国における電動キックボードの導入実態や，安全性および主観的評価

に関連する既存文献調査を行った．その結果より，導入後の交通規制等の変化とその背景，電動キックボ

ードに関連する事故発生状況，各国における利用者および非利用者の主観的評価等，最新の知見を提供す

る． 
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1. はじめに 
 

近年，欧米諸国を中心に，都市交通網のニーズを満た

す手軽で環境にやさしい移動手段として，電動キックボ

ードのシェアリングサービスの導入・普及が広がってい

る．また，同サービスは，多様化する個人の行動に応じ

た公共交通サービスを提供し，Society5.0やスマートシテ

ィの実現に資するモビリティの１つとしても注目されて

いる． 

我が国においても，2019年 5月に国内キックボード事

業者らを中心とする「マイクロモビリティ推進協議会」
1) が発足し，事業者らは，同サービスの社会実装に向け

て生産性向上特別措置法に基づく「規制のサンドボック

ス制度」2) を活用し，特定区域（公道除く敷地など）に

て電動キックボードシェアリング事業の実証実験を開始

した．なお，実証実験の認定・評価にあたっては，内閣

府の革新的事業活動評価委員会にて議論がなされたが，

同会議のフォローアップでは，利用者のアンケート結果

等に基づくの主観的評価のみが取り扱われており，会議

実験開始後の中長期的な調査や定量的評価には及んでい

ない． 

その後，事業者らは，2020年より現在に至るまで，産

業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」3) を活用し，

経済産業省および国家公安委員会ならびに国土交通省よ

り承認を得た上で，公道における同事業の実証実験が実

施されている．  

上記の動向を踏まえ，内閣府の「規制改革推進会議」
4) や警視庁の「多様な交通主体の交通ルール等の在り方

に関する有識者検討会」5) にて，電動キックボードを含

む新たなモビリティのルールの在り方の見直しを検討中

であるが，電動キックボードはこれまでの移動手段とは

異なり，車両分類，通行区分，交通規制，装備仕様など

の在るべき位置づけや要求性能が不明確である．この見

直しにあたり，キックボード事業者らは利用者の利便性

や満足度，事業の持続性を確保するため，許容性の高い

仕組みづくりを求める一方，利用者および非利用者の事

故リスクや端末の放置等による景観阻害への懸念も高ま

っており，両者の兼ね合いが焦点となっている． 

今後，電動キックボードのシェアリング事業を我が国

の道路空間へ本格導入するにあたり，適切なインフラ等

のハード整備による他交通モードとの空間の棲み分けと，

法規制・ルール，教育等のソフト的な仕組みの両面を確

立することが重要であるが，現状では国内の実験箇所・

期間が僅かなため，特に事故リスクの定量的な評価に関

する研究やレポートは限られている． 

以上より，同シェアリング事業の導入に際し，キック
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ボード利用者や，歩行者・自転車・自動車などの他交通

手段，商店・住民・地域・景観などの周辺環境へ与える

影響を定量的・定性的に把握した上で，安全性・利便

性・まちづくりの３つのバランスを保つために考慮すべ

き事柄を整理・検討することが求められていると言える． 

 

2. 既往研究と本研究の位置づけ 
 

(1) 国内における既存研究 

日本国内における電動キックボードの公道実証実験の

実施期間は，諸外国よりも比較的浅い．国内の研究機関

等にて，世界的な市場動向やトピックを論ずる刊行物6)  
7)，資料 8)  等の発行はなされているが，電動キックボー

ドに着目した研究実績は限られている． 

川合ら(2021) 9) は，研究を目的とした限定的な走行実

験（20 代の学生 11 名を被験者）を愛知県名古屋市内 3

か所と東京都新宿区内 2か所の補助幹線道路にて実施し，

利用者の主観的・客観的評価と走行環境との因果関係や，

同時に調査した自転車利用の評価との違いを分析してい

る．研究の結果，通過したマンホール数，走行空間内に

存在する大型車台数・二輪車台数・路上駐車台数等が電

動キックボードの安全性評価に影響することや，路面舗

装から生ずる振動が，乗車経験が少ない利用者による快

適性評価に影響することを報告している．これは，自転

車利用の評価でも，同様の結果であった． 

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識

者検討会（2021）の中間報告書 10) では，電動キックボー

ドは，車両仕様上，自転車と性質を異にするものである

が，実際には最高速度が一般的な自転車者の速度と同程

度であり，通行方法等は自転車と類似の交通ルールが適

当であるとの見解が示されている． 

 

(2) 諸外国におけるキックボードに関する既往研究 

諸外国では，医療機関の受診カルテから電動キックボ

ードに関連する事故データを収集し，関連事故件数，事

故形態，負傷状況を調査する研究等 11)   12) が実施されて

いる．これらの既往研究では，走行距離あたりの事故件

数は，自転車よりも電動キックボードの方が高いと考察

されている．また，電動キックボードの利用実態・主観

的評価等に関する研究等 13)   14)   も実施されており，その

実態・傾向は，地域特性・政治的判断などにより様々で

ある． 

IIHS (2020) 11) は，2019年 3月から 11月までに，怪我で

ワシントンD.C.にあるジョージ・ワシントン大学病院の

緊急治療室を訪れた 100人以上の電子キックボード利用

者にインタビュー調査を実施した．この回答と，以前の

同協会の研究で実施した 377人の自転車利用へのインタ

ビューの回答とを比較した結果，自転車利用者はキック

ボード利用者の 3倍の確率で自動車に衝突していた．対

照的に，電動キックボードは，歩道のポールや亀裂，標

識や縁石などのインフラに躓き，自転車利用者の 2倍の

確立で負傷している．この結果は，自転車は主に車道を，

電動キックボードは主に歩道を走行していることが原因

と考察されている．  

Trivediら(2019)   12) は，2017年 9月 1日から 2018年 8月

31 日までのアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼ

ルス市における電動キックボード関連事故負傷者 249人

（利用者228人，非利用者21人）の事故要因を調査して

いる．利用者側の事故要因は，転倒(80.2%)，物体との衝

突(11.0%)，車両または移動物体との衝突(8.8%)であった．

非利用者側の事故要因は，電動キックボードとの衝突

(52.4%)，路上の電動キックボードに躓く(23.8％)，その

他(23.8％)であった．負傷者 249 人のうち，234 人(94.0%)

は当日の処置のみ，15人は入院必要，入院患者のうち 2

人が重傷を負い集中治療室に入院している．さらに，ヘ

ルメットの着用状況が記録されていた利用者 84 人のう

ち，ヘルメット着用の記録があった患者は 10 名(11.9％)，

血中アルコール濃度が一定上と診断された患者は，利用

者 228人のうち 12名(5.2%)であった．ただし，これらの

データは，一定の基準で抽出した受診記録のみから整理

したデータであるため，電動キックボード関連の傷害の

数を過小評価している可能性が高いと述べらている． 

FERSI（2020）13 )  は，2020 年 2 月から 4 月にかけて，

FERSI に所属する各国組織の代表者らへアンケート調査

を実施し，欧州内 18 か国におけるに法規制の制定状況

や端末の使用状況，主観的評価を分析している．その結

果，18 カ国中 15 カ国が電動キックボードの使用を法的

に認めている．その位置づけは国により様々であり，各

国が法的位置づけと保険のあり方について悩んでいると

報告している．主な転換元の交通手段（複数回答）は，

徒歩が９か国，公共交通機関が９か国，自転車が１か国

（イタリア），モペットが１か国（ベルギー）であった． 

15カ国のうち 13カ国が速度制限を設けており，各国 20

または25kmを上限値としている．4か国（ベルギー，フ

ィンランド，ノルウェー，スウェーデン）では，歩道上

の走行を認めている．また，15カ国中 4カ国が電動キッ

クボードの駐車に関する問題が深刻であると回答し，残

り 11 カ国もやや問題と回答している．公共空間への電

動キックボードの駐車が，歩行者，特に高齢者や視覚障

がい者等の安全性低下を招く大きな問題と認識されてい

る．チェコやギリシャでは指定の駐車場所以外への違法

駐車が多く，ドイツでは駐車問題が一つの大きな問題と

述べている． 

Laaら(2020) 14) は，電動キックボードが持続可能な新交

通手段としてどのように使用され，どのような移動手段

の代替となるか把握するため，電動キックボード利用者
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へのアンケート調査と，オーストラリアのウィーン州に

てフィールド観測調査を実施している．なお，調査では

利用形態をシェアリング・個人所有の２グループに区別

されている．結果，電動キックボードのユーザーが若く，

男性，高学歴，ウィーンの居住者である可能性が高いと

されている．また，電動キックボードのシェアリングお

よび個人所有の双方とも，徒歩から転換利用する可能性

が最も高く，個人所有においては自家用車からの転換す

る傾向も見られた．これらの結果は，電動キックボード

利用者は，自転車に類似した交通モードに属されると考

察している． 

 

(3) 本研究の位置づけ 

以上より，海外の既往研究では，電動キックボードシ

ェアリングの本格導入および実験が我が国よりも先行し

ている背景もあり，定量的な評価・研究が実施され，課

題も浮き彫りになってきている．他方，日本国内では実

験期間が浅く，同様の研究や課題分析は限られている． 

よって，本研究では，我が国における電動キックボー

ドシェアリングの導入が周辺環境へ与える影響を，先行

事例から定量的・定性的に考察することを目的に，諸外

国における電動キックボードシェアリングの導入実態や，

安全性および主観的評価に関連する既存文献調査を行う．

その結果より，既に導入が進む海外での交通規制等の変

化とその背景，電動キックボードに関連する事故発生状

況，各国における利用者および非利用者の主観的評価等，

最新の知見を提供する． 

 

3. 既往文献に基づく海外における電動キックボ

ードの導入のプロセスと導入後の課題 
 

諸外国において電動キックボードの導入が急速に普及

しているが，シンガポール，イギリス，フランスでは利

用・運用に係るソフト・ハード基盤が追い付かず，死亡

事故を含む事故の増加が深刻化した．そのため，これら

の地域では，導入実験・本格導入後に，規制や取締りの

強化が行われた．シンガポールでは，死亡事故等を受け，

現在は電動キックボードの公道走行を禁止としている． 

いずれも，法規制を緩和し導入を開始した 2～3 年後

に，法規制の強化や取り締まり強化等に 

 

(1) シンガポール 

シンガポール（表-1）では，2017年より電動 PMD 

（Personal Mobility Device）と分類される電動モビリティが

普及し，2018年 11月より電動キックボードシェアリン

グのパイロット事業が開始された．同時期に個人所有の

電動キックボード利用者も増え，全体的に利用が広まっ

たが，翌年 2019年より，交通事故等の増加が問題視さ

れ，規制や取締りなど強化が始まった．2019年 9月，電

動キックボードの死亡事故を受け，シンガポール政府は

即座に 2020年より公道走行を禁止すると言及し，現在

に至るまで電動キックボードの公道利用は認められてい

ない． 

また，東京海洋大学坂井孝典准教授（2017 年当時 在

シンガポール研究機関 SMART に参画）へのヒアリング

調査によると，当時のシンガポールでは，電動キックボ

ードに対する全体的な評価として，交通空白地域の解消

や，先進技術への関心が高い当該都市への親和等を認め

る意見が挙がっていた．一方，懸念点として，路線バス

との競合が生じていた可能性等も考えられる．一定の利

用ニーズを捉えていた電動キックボードは，普及が進ん

でいたものの，前述のプロセスを経て，政府の判断によ

り突然に使用禁止が決定された． 

表-1 記者発表や報道等に基づく電動キックボードの導入プロ

セスと導入後の実態（シンガポール） 
時期 電動キックボードに関連する動き 
2017 電動 PMD（Personal Mobility Device，アシスト付き

自転車，ホバーボード等）が流行する中，パワー

アシスト自転車に関連する負傷事故が増加したた

め，LTA（Land Transport Authority）により安全性パ

ワーアシスト自転車の利用にあたっての車両登録

が厳正化される．登録には，登録料の支払いが必

要であり，登録後はナンバープレートの貼り付け

が義務化された．15) 
2018.11 Grab社（シンガポール）らによる電動キックボー

ド シェアリングのパイロット事業が NUS(シンガ

ポール国立大学)開始され16)，同時に個人所有者も

増加した．個人所有者は，通勤通学時に，鉄道や

バス車内へも端末を持ち込み，ラストワンマイル

の移動手段として利用も見られた．利用の様子を

観察すると，親子の二人乗り等も見られた． 
2019.1 駐車中の電動キックボード端末に起因する火事・

事故等を受け，シンガポール政府は電動キックボ

ードの使用規制・登録制限等の措置を講じる．17)

また，同 7月，LTAは，提供するスマホアプリに

PMD 不正使用者の通報機能を導入し，一般市民

からの通報に基づき取締り強化エリアの特定に役

立てた．18) 
2019.9 22歳の電動キックボード運転者と高齢女性の自転

車運転者が交差点で衝突し，高齢女性が負傷し数

日後に死亡する事故が発生した．原因は電動キッ

クボードの速度超過であり，端末は政府が設定し

た重量制限も超過していた．19) 
2019.11 シンガポール政府は，上記の死亡事故を含む電動

キックボードに関連する事故が増加したことを受

け，利用者に対する警告を含む 12月 31日までの

諮問期間を設けた上で，都市州の歩道における 
電動キックボード利用を禁止した．20)  21) 

2020.1 LTA により電動キックボードの公道走行が禁止さ

れ，ゼロトレランスアプローチが施行された．現

在に至るまで，公園等におけるレジャー目的のみ

が使用可能となっている．22) 

表-2 記者発表や報道等に基づく電動キックボードの導入プロ
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セスと導入後の実態（イギリス） 
時期 電動キックボードに関連する動き 
2018.11 ロンドンのクイーン・エリザベス・オリンピッ

ク・パーク内を対象に，英国で初めて，電動キッ

クボード シェアリングのパイロット事業が Birds
社(米)によって開始された．期間は，2 度の延長

を経て 2019年 9月まで実行された．23)   この時点

では，公道におけるシェアリング電動キックボー

ドの使用は認められておらず，個人所有の電動キ

ックボードのみ公道における使用が許可されてい

た． 
2019.7 英国で初めて電動キックボードの衝突事故による

死亡事故24) が発生した．犠牲者が著名人であった

こともあり，各メディアによる報道が過熱した．

当事故は，電動キックボードの走行速度の出しす

ぎによりタイヤが膨張し，操作コントロールを失

った利用者が交差点付近で転倒した後，大型車の

下敷きになり即死したものであった．当事故に関

する裁判では，電動キックボードの運転が不適切

であったことが原因と結論付けられている． 
2020.5 英国運輸省(DfT)は，新型コロナウィルス感染症

対策の一環として，公共交通機関の混雑緩和効果

が期待される電動キックボードシェアリングの試

験を，当初よりも迅速かつ多くの地域で開始でき

るように，緊急の法律に関する公的協議を開始し

た25)． 
2020.7 英国初の公道（車道およびサイクルレーンのみ）

における電動キックボードシェアリングの試験を

推進するため，道路交通法規制が改正された．こ

の法改正により，試験を希望する地域や事業者

は，DfTの許可を得た上で，12ヶ月間の同試験が

可能となった．試験の許可を得るためには，DfT
が求める基準等を満たす提案書の作成や，関係者

合意が必要とされている26)  ．DfT は，端末の制限

速度を 15.5mph(25km/h)と設定し，使用者は運転免

許証保有者のみに限定した．この政府の対応に対

し，制限速度 15.5mph(25km/h)は，速すぎて危険

だ，との指摘もあがった27)． 
2021.6 ロンドン交通局が 8つのロンドン自治区で，１年

間の電動キックボードシェアリングのパイロット

事業を開始した．現地では Dott社,Lime社,TIRE社

の 3社がサービスを提供している．３社は，厳格

な安全要件と高い運用基準を満たす能力を評価す

るための事業者選定プロセスを経て選定されてい

る28)． 
最高速度は，2020年 7月に運輸省によって設定さ

れた 15.5mph(25km/h)を下回る 12.5mph(20km/h)に制

限された29) ．なお，個人所有の電動キックボード

は，すべての車道，サイクルレーン，歩道で使用

が認められていない30)． 
2021.7 ロンドン南東部で電動キックボードと自動車との

衝突事故31) が発生し，電動キックボードを利用し

ていた 16 歳の少年が死亡した．車の運転手は 20
歳で酒気帯び運転であった．また，同７月，3 歳

の女の子が南ロンドンの公園で電動キックボード

と衝突し大けがを負った．この事件を受け，慈善

団体である全米盲人英国連盟(NFBUK)は，交通弱

者の安全性を脅かす電動キックボードの提供停止
32) を求めている． 

表-3 記者発表や報道等に基づく電動キックボードの導入プロ

セスと導入後の実態（フランス） 

時期 電動キックボードに関連する動き 
2018.6 Lime 社(米)によりフランスで初めての電動キック

ボードシェアリングサービスが導入33)される．  
2018.10 これまで都市内における電動キックボード利用の

明確な規制は存在しなかったが，フランス運輸省

は，歩行者の安全を最優先とするため歩道上の走

行を禁止し，車やバイクと同様に車道を走行する

よう位置づけた34)． 
2019.6 著名なピアニストがパリ市内の公園にて電動キッ

クボードに衝突し，手首の負傷によりキャリアが

犠牲になる事故が発生した．各メディア35)がこの

事故を大きく取り上げた．パリ市長は，電動キッ

クボードの導入による，上記を含む市内全体で相

次ぐ負傷事故の発生を受け，交通安全確保のため

の秩序とルールが必要と言及した36)．一方，同時

期の調査より，フランスの首都には，米国全体よ

りも多い 12 の電動キックボード事業者があり，

約 2万台の端末が存在していると発表され，市場

拡大が注目された 36)． 
2019.10 運輸省 37)は，より責任ある使用を求め，歩行者や

交通弱者への安心感を取り戻すことを目的に，12
歳未満の使用の禁止，歩道上の使用禁止，二人乗

りの禁止等の新たな規制を講じた．また，歩道上

で電動キックボードを使用した場合は 135ユーロ

の罰金が科される．これまでフランスの報道37)で

は，首都パリとその郊外等において少なくとも 5
人の電動キックボード利用者の死亡が報告されて

いる．また，川への電動キックボード違法投棄も

問題視された． 
2021.6 2人の電動キックボード利用者による,  歩行者専

用エリア内の歩行者ひき逃げ死亡事故38) 39)が発生

した．去る 2019年 10月の規制強化後も，電動キ

ックボード関連事故の発生が後を絶たない状況を

踏まえ，パリ市は一部を除く電動キックボードの

プロバイダ契約の更新停止や，歩行者交通量の多

いエリアでの最高速度を 10km に制限するなど，

電動キックボード使用に係る環境の大幅な改善が

必要と言及した．一方，電動キックボード事業者

は，GPS とプログラムを活用したスローゾーンに

おける自動速度抑制機能の付加が可能であると言

及した． 

 

(2) イギリス 

イギリス（表-2）は，2018 年より対象範囲を公園に限

定した電動キックボードシェアリングの実証実験 23)を開

始した．翌年2019年7月，電動キックボード利用者が，

運転の過失により転倒し，その後大型車に衝突されて死

亡する事故が発生した．事故発生後の約１年間は，イギ

リスにおけるシェアリング事業の進展は見られなかった．

しかし，2020年 5月，新型コロナウイルス感染症の拡大

を受け，感染防止策として公共交通機関の混雑緩和が求

められ，再度電動キックボードの活用検討 25)が開始され

た．その後，2020年 7月より，イギリス初のシェアリン

グ事業の公道実験 26)が開始されたが，設定された制限速

度(25km/h)は速すぎるとの意見 27)も上がった．公道実験
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開始から 1年後，2021年 7月に電動キックボードを利用

していた 16 歳の少年が自動車と衝突し，死亡する事故
31)が発生した．この事故は，各メディアで取り上げられ

た．また，同時期に発生した公園内における３歳の少女

と電動キックボードの衝突事故を受け，交通弱者の安全

性確保を求める福祉団体から，電動キックボード利用を

反対する声が挙がっている 32)． 

 

(3) フランス 

フランス（表-3）は，法規制の緩和を皮切りに，2018

年 6月より電動キックボードシェアリングの導入 33)が開

始された．その 4か月後，歩行者の安全を最優先とする

ため，明確な規制がなかった同サービスに対し，歩道上

の走行禁止 34)を講じた．2019年 6月，電動キックボード

との衝突により，著名人が負傷する事故が発生し，相次

ぐ交通事故の発生も相まって同サービスの安全性が問題

視 35)された．また，安全性以外にも，端末の不法投棄問

題も生じていた． 

2019 年 10 月，フランス運輸省は秩序ある利用を求め

て年齢制限等の規制強化を講じているが，2021年 6月の

引き逃げ死亡事故 38) 39) を受け，さらに大幅な利用環境・

ルールの改善が必要と言及している． 

 

4. 海外における電動キックボードの事故発生状

況 
各都市の導入実験時等に調査された電動キックボード

に関連する事故件数を既存文献より整理し，同都市にお

ける自転車事故件数と横並びで比較した（表-4）． 

なお，各国において電動キックボードは交通事故の車

両分類上独立しておらず，電動キックボードに関連する

事故件数は，病院の患者レポートなどから整理されてい

る．そのため，シェアリング・個人所有の分類が不明確

な場合や，軽傷で医療機関を受診せず集計されていない

場合もあり，電動キックボードのシェアリングに関連す

る正確な事故件数の把握は現時点では困難である．その

ため，本章では事故発生状況の凡その傾向把握を主目的

とした． 

 

(1) 自転車事故との比較 

各都市では，実証実験後の評価として，台・距離単

位当たりの電動キックボードに係る交通事故件数が整理

されている． 

アメリカのポートランド市，デンマーク，ノルウェ

ーのオスロ市では，電動キックボードの方が自転車より

も事故率が高い． 

また，アメリカの IIHS による米全体の自転車事故率

は 0.08/台万マイルであり．表-2に整理した 6都市のうち，

デンマークを除く 5都市の電動キックボード事故率は，

この自転車事故率よりも高い． 

他方，電動キックボードシェアリング事業者である

米 Bird 社や米 Lime 社が公表している安全に関するレポ

ートでは，電動キックボード利用の事故リスクは，自転

車リスクよりも低いとされており，自治体とキックボー

ド事業者間で見解が異なっている． 

なお，シカゴ市の数値は，実験の対象期間に救急医

療機関に掛かった電動キックボード関連患者 192名を，

取得できた電動キックボード総走行距離 611,000miles で

除した試算値としている． 

 

(2) 電動キックボード関連事故関する文献 

ポートランド市（アメリカ）では，2018 年 7 月 23 日

から 11月 20日までの 120日間，電動キックボード シェ

アリングの実証実験 40)を実施した．マルトノマ郡保健局
41)は，その間の救急外来のうち，電動キックボードに関

連した事故件数は 176件であったと示している．事故原

因で最も多かったのは転倒（他の人や車両との接触は報

告されていない）で，83%であった．また，14％は車や

トラックとの衝突，歩行者や他の電動キックボードとの

衝突はわずか 6件であった． 

オークランド市（ニュージーランド）では， 2018 年

10月15日から2019年3月31日まで電動キックボード シ

ェアリングの実証実験42が行われた．実験では Lime社が

1000 台，Wave 社が 500 台の端末を導入した．この試験

の後，2回目の試験が 2019年 4月 1日から 2019年 10月

31日まで実施されている． 

実験中の 2019 年 2 月，Lime 社端末のタイヤロック機

能の不具合43)が発生していることが明らかとなった． 

 

表-4 海外における電動キックボードと自転車の単位当たり事

故発生件数の比較 

国または都市 電動キックボード

事故件数 
自転車事故件数

ポートランド市／ア

メリカ 
2.2／台万mile 41) 

2.5／万回ライド 41) 
キックボードの

半分程度 41)

ダーウィン

市／オース

トラリア 

Newtron
社 

0.15／台万 km 44) 

救急部 0.675／台万 km 44) 

デンマーク 0.07／台万 km 45) 0.01／台万 km 45)

シカゴ市／アメリカ 3.14／台万mile 46) 

オースティン市／ア

メリカ 
3.04／台万mile 47) 

オスロ市／ノルウェ

ー 
0.89／台万 km 13) 0.08／台万 km 13)

米全体（国家道路交

通安全局） 
 0.04／台万mile 48)

（バイク）

（参考）米Bird社 0.372／台万mile 49) 0.589／台万mile 49)

（参考）米Lime社 0.12／万回ライド 50) 

この不具合により走行中に突然端末が走行停止し，そ

第 64 回土木計画学研究発表会・講演集



 6

の衝撃で利用者が端末から落下するなどの事故が多く発

生した．オークランド交通局らは，何度か情報提供を求

めたものの，十分な安全性の保証が得られなかったため，

車輪のロック問題が解決されたと納得するまで Lime 社

のライセンスを停止ている． 

その後，同年2月下旬に，Lime社から問題が解決され

たことを示す情報が提供され，オークランド市役所およ

び交通局が確認を行った．結果，端末整備や事故の報告

に関するより厳しい条件を満たすことで，Lime 社の端

末は 3月上旬に再び路上にて使用が許可された． 

 

5. 導入に対する住民らの主観的評価の文献調査 
導入実験時等に調査された電動キックボードシェアリ

ングに関するアンケート調査結果を整理し，住民らから

見た主観的な導入効果や影響を考察した． 

調査対象は，自治体によるアンケート調査が実施され

ているシカゴ市／アメリカ，ポートランド市／アメリ

カ，エドモンド市／シカゴを対象とした． 

3都市に共通する事項として，利用者と非利用者では

電動キックボードシェアリングに対する評価が相反して

おり，非利用者には安全性や適切な利用が大きな課題と

認識されている．具体には，走行禁止エリアの走行，違

法駐車に対する問題意識が目立っている． 

 

(1) シカゴ市／アメリカ 

シカゴ市は，2019年 6月 15日から 2019年 10月 15日

まで，電動キックボード シェアリングの実証実験46)を実

施した．市の北西部と西部の指定されたエリア内で，10

つの事業者が各 250台の端末を導入した． 

市民アンケートによると，回答者全体の約 59％が，

シカゴで電動キックボードシェアリング事業者が営業を

続けることに賛成と回答した．ただし，利用者と非利用

者に分けて賛成と回答した割合を見ると，利用者が

86％，非利用者が 21%であり，両者の傾向には相違が見

られる．また，今回の実証実験で良かった事項を問う質

問では（複数回答可），利用者は「楽しい」が 70%と最

も多く，次いで「手頃な価格」が 63%であった．一方，

非利用者は「良い事項が無かった」が 83%と最も多く，

「楽しい」が4%，「手頃な価格」が3%であった．実証

実験で悪かった事項を問う質問では（複数回答可），利

用者は「悪い事項が無かった」が 45%と最も多く，次い

で「端末の性能」が 28%であった．一方，非利用者は

「歩道上の走行」が 66%と最も多く，「安全性」が 59%，

「端末の駐車」が 55%であった． 

 

(2) ポートランド市／アメリカ 

ポートランド市では，2018年 7月 23日から 11月 20

日までの 120日間，電動キックボード シェアリングの

実証実験 40) を実施し，市内で 3つの事業者が合計 2,043

台の端末を導入した． この実験の評価を行うため，ポ

ートランド在住の 301名を対象としたオンライン調査が

2018年 12月 11日～28日に実施された． 

調査結果51) では，電動キックボードに対し，とてもポ

ジティブな印象またはややポジティブな印象と回答した

割合は，試験前が 67％，試験後が 62%であった．その

内訳は，18歳から 34歳までが試験前 72％，試験後

71％，35歳から 54歳までが試験前 57％，試験後 58%と

試験前後で 1%しか変化がなかった一方，55歳以上は試

験前 73%，試験後 57%と 16%減少している．その他，試

験後の印象をポジティブと回答した人を属性別に見る

と，有色人種は 74%，35歳以下は 71%，低所得者は

66%であった． 

まちなかにおける電動キックボードの走行状況も調査

している．電動キックボードの走行が禁止されていたポ

ートランドの公園において，電動キックボードに乗って

いる人を毎日または週・月に何度か見たという人は 59%

であった．また，走行を禁止されている歩道を走行する

等，電動キックボードの不適切な使い方を毎日または

週・月に何度か見たという人が 72%であった．電動キッ

クボードの乗り方が危険と感じたという人が 50%がであ

った． 

駐車に関しては，不適切または危険な電動キックボー

ドの駐車を毎日または週・月に何度か見たという人が

66%であった．そのような行為によって個人的に危険を

感じた人は，42％であった． 

住民が電動キックボード利用者の行動において重視す

る事項は，「適切な駐車及び安全性の確保」（94%）と

の回答が最も多く，次いで「歩道ではなく専用レーンま

たは自転車レーンを走行」（85%），「ヘルメットの着

用」(78%)であった．市交通局に対する要望は，「交通

法規の教育と遵守の徹底」が 46%，「取締りの強化」が

30%，事故防止のための特定の法規の重点措置」が 24%

であった． 

 

(3) エドモンドン市／カナダ 

エドモンドン市では，2019年 8月頃から電動キックボ

ードシェアリング事業の運営が許可され52)，2021 年月時

点で 3 つの事業者が合計 2,500 台の端末を導入している
53)． 

同市は，電動キックボードに対する市民の認識の把握

を目的に，2020年 12月 9日から 2020年 12月 20日まで

にオンラインアンケート調査 54) を実施し，1,553 人の市

民が回答した． 

回答者の大多数（69％）は，「電動キックボードが A

地点からB地点に移動するための代替手段を提供するこ

と」に賛成と回答した．ただし，利用者と非利用者に分
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けて賛成と回答した割合を見ると，利用者が 91％，非

利用者が 63%であり，3 割程度の差がある．また，電動

キックボードの利用者の 8～9 割は，「人とまちとの結

びつき」，「楽しみ」，「人と人との結びつき」に資す

ると回答していることに対し，非利用者は 3～6 割に留

まった． 

駐車中の電動キックボードに遭遇した際，頻繁に見か

けた状態として「移動経路を塞いでいる」が 58%が最も

多く，次いで「直立して駐車していない」が 27%，「１

か所に集中して駐車されている」が 23%であった（複数

回答可）． 

歩行中に電動キックボードに遭遇した際，頻繁に生じ

た状態として「歩道上を走行している」が 53%が最も多

く，次いで「追い越しの際に音声やベルでの適切な事前

警告を受けなかった」が 27%であった（複数回答可）． 

自動車または自転車運転中に電動キックボードに遭遇

した際，頻繁に見かける状態として「移動経路を塞いで

いる」が 13%が最も多く，次いで「追い越すための空間

が不足していた」が 12%であった（複数回答可）． 

 
6. まとめと考察 
(1) 導入プロセスと導入後の対応 

文献調査した都市では，著名人が関連する事故等，メ

ディア注目度の高い事故をきっかけに，交通安全への懸

念が広がり，取り締まりや規制強化を余儀なくされてい

る． 

取り締まりや規制強化にて改善を図った主な事項とし

ては，歩道上の走行禁止，速度超過の防止，年齢や免許

有無等の利用者制限であった．これらは，導入時の規制

緩和や新たな規制策定において一度検討・設定された事

項であったが，実際には，政府側の想定どおりに利用を

コントロールすることが困難であったと想定される． 

令和 3年 9月時点の日本の実証実験 55)では，歩道上は

走行禁止，速度上限 15km/h，要自動車免許とされてい

るため，今回調査対象とした海外 3都市の当初と比較す

ると，厳しい規制と言える．しかし，以下の点は，海外

および国内の利用上の課題を踏まえ，引き続き検討が必

要と考える． 

―ヘルメット着用の義務化の要否 

―現在許可されている「自転車が交通規制の対象か

ら除かれている一方通行路の双方走行」55)  の妥当性 

―個人所有の電動キックボードに関する規制および

監視の在り方 

―自動車歩行者道や歩行者との分離帯が無い自転車

専用帯の走行可否およびその周知の徹底 

また，端末や利用者の増加に伴い，交通規制違反が増

加する可能性もある．そのため，導入の初期段階から，

サービス拡大を見据えた交通規制・ルールの設定を行う

ことが重要と言える． 

 

(2) 交通安全 

電動キックボードのシェアリングに関連する事故発生

率は，自転車よりも高い傾向である．その主な要因とし

て，路面上における躓きや，人や自動車等以外の静止し

た障害物との衝突が挙げられる．これは，歩道の舗装構

造は車道と異なるにも関わらず，車道ではなく歩道を走

行する利用者が多いためと考えられる．例えば，マンホ

ールや石畳等を含む歩道は，凹凸が粗く躓きやすい．ま

た，歩道上に設置されている車止めや植栽帯等に衝突し

ている可能性が考えられる．さらに，街路樹の根上がり

や破損部なども障害になり得る． 

また，海外では，電動キックボードが歩道を走行して

いる実態を受け，交通事故にて怪我を負いやすい子供や

高齢者，障がい者などの交通弱者への保護の要求が高ま

っている．これは，利用者のマナーや運転技術の問題も

あるが，電動であるため，機動力や重量が自転車と比べ

大きく，歩行者らへ衝撃した場合の負傷リスクが高いこ

とが原因の一つと想定される． 

例えば、令和 2年 9月に公表された新たな規制の特例

措置56)では，電動キックボードシェアリングに使用する

端末の車体重量制限は 40kg とされている。一方で自転

車は 8-25km57)である。 

上記の課題は，日本でも同様に生じる可能性がある．

端末が安全・安定して走行できる空間の設計基準や，交

通弱者との接触を防止する交通規制や物理的分離を検討

する必要がある． 

 

(3) 住民らへの印象・影響 

利用者と非利用者の評価には差があった．利用者は，

移動手段の利便性の他，楽しみを目的に利用する人もい

る．一方，非利用者は，安全性，違法駐車，通行阻害，

走行禁止エリア内の走行等が要因で，悪い印象を受けて

いる可能性が高い． 

また，自動車目線では，電動キックボード利用者のマ

ナー問題や，追い越しにくさ等が懸念される． 

利用者だけでなく，住民や他の交通モード利用者にも

受け入れられるサービスを実現する必要がある． 

 

(4) 今後の課題 

本研究では，文献調査に基づき，既に電動キックボー

ドのシェアリングを導入した海外諸国の導入実態や課題

を整理した．日本における電動キックボードシェアリン

グの本格導入および普及を進めるにあたっては，先進事

例にて生じているこれらの課題を踏まえ，インフラ等の

ハード整備と，法規制・ルール，教育等のソフト的な仕

組みの構築を適切に進める必要がある． 
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今後は，構造基準や法規制・ルールの具体化に向け，

舗装や他交通モードを含む周辺障害物がもたらす走行挙

動への影響や，付近の歩行者や自動車が受ける物理的・

心理的影響の定量的把握および対策立案が課題である．

また，導入後の混乱や事故を含むトラブル増加を防ぐた

め，利用者への教育方法や走行・駐車に係るモニタリン

グ方法等の確立が課題である． 

 

謝辞：東京海洋大学流通情報工学部門坂井孝典准教授に

は，シンガポールにおける電動キックボードの導入実態

に関するヒアリング調査にご協力頂きました．この場を

借りて厚く御礼申し上げます． 
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